
【事前準備】１ 協力事業所を募集し、登録名簿を作成（県）※名簿作成後、各市町と情報共有
２ 名簿に登録した協力事業所に、衛生資材の提供や感染症に係る研修を実施

【感染者発生時】必要に応じて居宅介護支援事業所・相談支援事業所と県・市町が連携の上、
協力事業所を調整
※休止事業所に対して休止するまでに応援した事業所も補助あり

感染者発生時の居宅サービス事業所連携スキーム（代替サービスの確保）
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※かかり増し経費（定額）

（旅費、宿泊費、危険手当等）

休止事業所

①代替サービス
提供依頼

代替サービス提供フロー

居宅介護支援事業所

相談支援事業所
協力事業所

協
力
事
業
所

に
係
る
連
携 ②サービス提供

事業所の調整

自宅待機となった

濃厚接触者等

県
・
各
市
町


